
東洋建設株式会社

殿

基労発051 8第 1号

平成 23年 5月 18日

厚生労働省

労働基準局労災補償部長

労災かくしの排除に係る厚生労働省ポスターへの

事業者等の名称の付記に関する取扱について

平成 23年 5月 16日付けで申請のあった件については、下記の事項を条件と

して、認めます。

記

( 1 )使用目的について

営利を目的とするものではないこと。ただし、実費相当で頒布すること

は差し支えないこと。

(2 )経費について

印刷等の経費は申請者の負担とすること。


